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第２章 環境行政の概要 
 

 

１．環境保全体制 
図 1：機  構 

２．事務分掌(環境関係分) 

 
（１）環境対策の企画に関すること。 

（２）環境調査及び指導に関すること。 

（３）環境保全対策連絡協議会に関すること。 

（４）環境関係特定施設設置の届出に関すること。 

（５）その他環境に関すること。 

 

 

３．環境保全対策連絡協議会 

 
市民の生活環境の保全、汚染防止、苦情の処理及び情報交換等について、庁

内関係各課の連絡を密にして住民要求に対処することを目的に、副市長以下関

係職員で組織しています。 

 

 

４．公害苦情相談員 

 
公害に関する苦情について、住民の相談に応じその処理にあたるため、公害

紛争処理法に基づき公害苦情相談員が置かれています。 
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５．環境関係法令 
 

環境基本法に基づく主要な環境保全関係法は図 2のとおりです。 

 

図 2 主な環境関係法 

 
      

大気汚染 
 大気汚染防止法 

ダイオキシン類対策特別措置法        

         

      
水質汚濁 

 水質汚濁防止法 

瀬戸内海環境保全特別措置法        

         

      
騒  音 

 
騒音規制法 

       

         

環境基本法 
 

規制 
  

振  動 
 

振動規制法 
     

         

     
悪  臭 

 
悪臭防止法 

      

         

      
土壌汚染 

 
農用地の土壌の汚染防止等に関す

る法律 
       

       

     
地盤沈下 

 
建築物用地下水の採取の規制に関

する法律 

工業用水法 

      

       

        

      

   
土地利用の規制 

  

     

   
防止施設の整備 

  

     

   
自然環境の保護 

  

     

   
紛争処理・被害救済 

  

     

   
公害防止計画の策定等 

  

     

   
廃棄物等の規制 

  

     

 


